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１� 一般廃棄物処理事業の概要

平成18年度に県内市町村及び一部事務組合 (以下､ ｢市町村等｣ という｡) で処理された一般廃棄

物は､ ごみが約29.9万ｔ､ し尿が約39.1万�であった｡ この処理のために総額約160億円の費用

(施設建設費を含む｡) が使われた｡

２� ごみ処理の概要

ごみの排出量は､ 平成13年度をピークに減少しており､ 平成18年度は､ 前年度に比べ約5,043ｔ

減少した｡

排出されたごみは､ その大半が市町村等から委託を受けた業者により収集されている｡ この収集

されたごみの大半は､ 焼却や破砕・圧縮といった中間処理を経て､ 埋立処分又は資源化されている｡

平成18年度に埋立処分されたごみ量は､ 前年度に比べて約1,367ｔ減少している｡ その理由とし

ては､ ごみ全体の排出量が減少したことによるものと考えられる｡

埋立処分を行っている最終処分場の残余容量は減少してきているが､ 新たな施設を整備するため

の用地確保が難しいことから､ 排出段階から住民の理解と協力を得てごみの分別､ 減量化に努める

とともに､ 中間処理による埋立量の減容化が必要である｡

市町村等は､ ごみの資源化に積極的に取り組んでおり､ 資源化されるごみ量､ 特に中間処理後に

資源化されるごみの量が増加している｡

今後とも､ 収集段階での分別を推進するなど､ 効率的な資源化を実現するための取組が必要であ

る｡

３� し尿処理の概要

平成18年度の県内の水洗化人口は約54万人で､ 年々増加傾向にある｡

増加の内容としては､ 下水道人口の伸びが大きいが､ 水洗化人口のうち約７割は浄化槽人口が占

めている｡

また､ 生し尿の排出量は年々減少傾向にあり､ ほとんどが許可業者により収集された後､ 市町村

等の設置するし尿処理施設で処理され､ 汚泥は焼却後に埋め立てられるか､ 堆肥として利用されて

いる｡

なお､ 浄化槽汚泥については､ その普及とともに年々増加してきているが､ それに対応するため

の処理施設の整備､ 処理施設で発生する汚泥の再生利用等の検討が必要である｡

４� 一般廃棄物処理施設の概要

平成18年度に稼動している市町村等の一般廃棄物処理施設は､ ごみ処理施設として焼却施設が８

施設､ 粗大ごみ処理施設が６施設､ その他の中間処理施設が22施設､ 最終処分場が33施設 (休止４

施設及び埋立終了９施設を含む｡) である｡ また､ し尿処理施設は19施設が稼動している｡

今後は､ 残余容量が少なくなってきている最終処分場の用地確保､ 老朽化しているし尿処理施設

の汚泥再生処理センターへの更新､ 廃止及び休止された焼却炉の解体が課題となっている｡
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５� 浄化槽の概要

本県の水洗化率は平成18年度末で66.6％となっており､ 全国の状況 (平成18年度末で89.7％) か

ら大きく立ち遅れている｡

近年､ 公共下水道の整備による水洗化人口の伸びが認められるものの､ 財政的・地形的な問題か

ら浄化槽の設置を推進していくことが求められると考えられ､ 平成18年度においても水洗化率のう

ち約66％が浄化槽によるものである｡

水洗化とともに､ 地域環境の保全を図るために､ 合併処理浄化槽の整備を進めてきた｡ 昭和62年

には国庫補助制度が創設され､ 本県においても昭和63年度から６町村で事業導入されて以来､ 平成

４年からは全市町村での取り組みが図られている｡また､ 平成13年度からは浄化槽の新設時には合

併処理浄化槽の設置が義務付けられ､ 生活排水対策をさらに推進してきた｡ 平成18年度には1,579

基が設置され､ 浄化槽の全設置基数は82,682基となっている｡

今後､ 浄化槽の一層の普及を図るうえで､ 面的整備を推進するための具体的な整備区域の設定や

適正な維持管理を確保するための組織的な取り組みが重要な課題となっている｡
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１� 概 要

一般廃棄物とは､ 家庭から排出されるごみと､ 事業活動に伴って発生するごみのうち産業廃棄物

以外のごみをいい､ 県内の全市町村と12の一部事務組合で処理事業を行っている｡

平成18年度の県内のごみの総排出量は､ 299,802ｔ (市町村等計画収集量､ 直接搬入ごみ及び集

団回収量) で､ 県民１人１日当たり排出量は1,029ｇとなっており､ 前年度に比べ排出総量が1.7％､

１人１日当たり排出量が0.9％減少している｡

このうち市町村等による計画収集量が89.0％を占めており､ その他は直接搬入ごみ10.9％､ 集団

回収量0.1％となっている｡

計画処理区域の状況

平成18年度におけるごみ処理 (300,218ｔ) の内訳は､ 直接焼却が227,680ｔ(75.8％)､ 焼却以外

の中間処理が49,795ｔ(16.6％)､ 直接埋立5,849ｔ(2.0％)､ 直接資源化15,492ｔ(5.2％)､ 自家処

理1,027ｔ(0.3％)､ 集団回収による資源化375ｔ(0.1％) となっている｡

また､ 焼却施設等からの残さ21,408tが埋立処分されている｡

資源化は､ 資源の有効利用､ 最終処分場の延命化等の観点から､ 全市町村で実施されており､ 資

源化量66,237ｔとなっている｡ また､ 地域住民による集団回収量の375ｔと合わせると､ リサイク

ル率は22.2％となる｡

ごみ処理の流れ
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計画処理区域内人口 (総人口) 798,394人

内

訳

計 画 収 集 人 口 796,858人 99.8％

自 家 処 理 人 口 1,536人 0.2％

(注) 総人口は､ 平成18年10月１日現在の住民基本台帳による｡

(単位：ｔ／年)
5,849

市
町
村
の
収
集
量
等

ごみ
257,067

粗大ごみ
9,829

直接搬入
32,531

合計
299,427

埋 立
27,257

16,634
焼却施設
229,819

227,680
4,774

2,139
焼却以外の
中間処理施設
49,795

49,795
50,745

資源化
66,23715,492

自家処理量
1,027

自家処理
1,027

集団回収量
375

資源化
375

※市町村の収集量等299,427ｔと処理量の合計298,816ｔとの違いは､
Ｈ18年度内に収集したごみが年度内中にすべて処理されないため｡



２� 排出状況

増加傾向にあったごみの排出量は､ 平成13年度 (330,852ｔ) をピークに減少してきており､ 平

成18年度は299,802ｔとなっている｡

県民１人当たりの排出量についても､ 平成18年度は前年度より減少し､ １日当たり1,029ｇとなっ

ている｡

ごみの排出量の推移

１人当たりごみ排出量の推移

平成18年度の排出形態別のごみ量 (集団回収量を除く) は､ 生活系ごみ218,453ｔ (73.0％)､ 事

業系ごみ80,974ｔ (27.0％) で､ 前年度とほぼ同じ割合で排出されている｡
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単位:ｔ
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317,616

311,007

304,845

299,802

315,274

1,163

1,146
1,131
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1,069
1,051

1,038
1,029
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高知県 全国



不燃ごみ
1.9％

可燃ごみ
57.3％

直接搬入
10.9％

粗大ごみ
3.3％

その他
0.3％

資源ごみ
14.8％

３� 収集状況

ごみの収集は､ 市町村等がそれぞれ直営､ 委託､ 許可という収集形態により行っている｡

各市町村 (事務組合による場合も含む｡) のごみの種類別収集状況は､ 混合ごみは９市町村､ 可

燃ごみは30市町村､ 不燃ごみは26市町村､ 資源ごみは35市町村､ 粗大ごみは25市町村が収集してい

る｡

種類別収集状況
(単位：ｔ)

ごみ分別数の状況 (粗大ごみを含む)
(単位：市町村)
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ごみ (粗大ごみを除く)
粗大ごみ 合 計

混合ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ その他

収集総量 34,598 171,479 5,738 44,335 917 9,829 266,896

直接搬入 32,531

合 計 299,427

年 度 分別無 １～５ ６～10 11 12 13 14 15以上 市町村数

14 0 10 20 2 2 8 1 10 53

15 0 6 26 0 3 8 2 8 53

16 0 4 21 2 2 10 2 7 48

17 0 2 14 1 4 5 2 7 35

18 0 2 14 1 3 7 3 5 35

混合ごみ
11.6％



４� 処理状況

平成18年度の市町村等でのごみ処理状況は､ 直接焼却処理76.1％､ 焼却以外の中間処理16.6％､

直接埋立2.0％､ 直接資源化5.2％と全処理量の99.9％が市町村等で計画的に処理されており､ 0.1

％が集団回収で資源化されている｡

なお､ 焼却による残さ量16,634ｔと焼却以外の中間処理による残さ量4,774ｔの合わせて21,408

ｔが埋め立てられ､ 直接埋立の5,849ｔと合わせ､ 27,257ｔが埋立処分されている｡

処理方法別ごみ処理量
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処理量 (単位：ｔ)

350,000

300,000
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150,000

100,000
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0
14年 15年 16年 17年 18年

直接焼却 焼却以外の中間処理 直接埋立

直接資源化 集団回収 (資源化)

627
19,707

53,985

224,226

482
19,077
12,230

221,520

416
16,338
7,216

221,633

375
15,492
5,849

227,680

785
19,797
21,819

221,444

56,395 58,674 49,79550,861

19,032



５� 資源化の状況

資源の有効利用等の観点から収集されたごみについては､ 全市町村 (事務組合での実施を含む)

が何らかの形で資源化に取り組んでいる｡

県内で計画収集されるごみ (直接搬入を含む) の資源化量は､ 資源ごみとして分別収集されたも

のも含み66,237ｔとなっている｡ この他に学校などの集団による回収量が375ｔあり､ 市町村の資

源化量と合わせると66,612ｔとなり､ 県内の市町村でのごみ処理量に対するリサイクル率は22.3％

となっている｡

ごみ処理量と資源化量の推移
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(単位：ｔ)

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
14年 15年 16年 17年 18年

資源化量 ごみ処理量

67,012

309,704

72,773

304,277

66,612

299,191

60,413

314,706

67,651

317,577



資源化の内訳

(単位：ｔ／年)

６� 処理経費

平成18年度の市町村におけるごみ処理事業に要した経費は約95億円であり､ 一般廃棄物処理事業

経費の79.2％を占めている｡

処理施設の整備等に要した建設改良費等を除くごみ処理事業のための処理及び維持管理費は77億

55百万円で､ 単位当たり経費に換算すると､ 県民１人当たりの年間処理及び維持管理経費は9,713

円､ また処理量１ｔ当たりの年間処理及び維持管理経費は25,900円となっている｡

(単位：千円)
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年度 紙 金属類 ガラス類 ペットボトル プラスチック類 その他 合 計

14

団 体 数 44 52 43 34 20 39 53

資源化量 22,646 9,461 6,457 800 7,609 13,440 60,413

割 合 37.5 15.7 10.7 1.3 12.6 22.2 100.0

15

団 体 数 49 51 48 46 29 29 53

資源化量 24,127 10,899 6,442 973 8,708 16,502 67,651

割 合 35.7 16.1 9.5 1.4 12.9 24.4 100.0

16

団 体 数 46 47 42 41 24 31 53

資源化量 24,016 11,223 6,357 945 9,104 15,367 67,012

割 合 35.8 16.7 9.5 1.4 13.6 22.9 100.0

17

団 体 数 32 35 30 30 17 29 48

資源化量 23,783 9,939 5,929 927 8,606 23,589 72,773

割 合 32.7 13.7 8.1 1.3 11.8 32.4 100.0

18

団 体 数 33 35 29 31 14 32 35

資源化量 23,299 10,462 5,595 923 7,651 18,682 66,612

割 合 35.0 15.7 8.4 1.4 11.5 28.0 100.0

廃棄物処理
事業費決算額

ごみ処理経費
決 算 額 建設改良費 処理等経費 そ の 他

11,974,202 9,487,965 846,783 7,755,128 886,054

＊各決算額については､ 市町村歳出決算額－事務組合分担金＋事務組合歳出決算額として市町村と事務組合の
決算額を純計した数値である｡



ごみ処理経費内訳
(単位：千円)

１人当たり処理費等の推移

１ｔ当たり処理費等の推移
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建 設 改 良 費

工 事 費

収集運搬施設 1,732

中間処理施設 610,453

最 終 処 分 場 19,083

そ の 他 208,471

調 査 費 7,044

計 846,783

処 理 及 び

維 持 管 理 費

人 件 費 2,539,508

処 理 費

収 集 運 搬 費 255,377

中 間 処 理 費 1,541,213

最 終 処 分 費 164,585

車 輌 等 購 入 費 182,716

委 託 費

収 集 運 搬 費 1,361,314

中 間 処 理 費 1,350,593

最 終 処 分 費 301,369

そ の 他 57,166

調 査 研 究 費 1,287

計 7,755,128

そ の 他 886,054

合 計 9,487,965

＊市町村の組合分担金除く

単位：円

10,500

10,000

9,500

9,000

8,500

8,000
14年 15年 16年 17年 18年

＊１人当たり経費＝処理及び維持管理費／総人口

単位：円

27,000

26,000

25,000

24,000

23,000

22,000

21,000
14年 15年 16年 17年 18年

＊１ｔ当たり経費合計＝処理及び維持管理費／ (収集総量＋直接搬入量)

10,173

9,428

9,7139,857 9,989

26,554

24,928

25,900
25,629 25,660



７� ごみ処理施設の状況

① 焼却施設

県内のごみ焼却施設は､ 平成19年３月末現在で８施設が稼働中である｡

平成18年度の処理実績は､ 635ｔ／日 (231,823ｔ／年) で､ 施設の稼働率は50.3％となってい

る｡

② 焼却以外の中間処理施設

県内の焼却以外の中間処理施設は､ 平成19年３月末現在29施設で､ 全体の処理能力は277ｔ／

日となっている｡

平成18年度の処理実績は94ｔ／日 (34,308ｔ／年) で施設の稼働は33.9％である｡

③ 最終処分場

県内の最終処分場は､ 平成19年３月末現在33施設で､ このうち９施設は埋立終了施設である｡

平成18年度は29千�埋め立てられ､ 残余容量は857千�となっている｡

しかし､ 残余容量については市町村等の間で大きな差があり､ 既に埋立を終了したり､ 満杯状

態の市町村等も多く､ 最終処分場の延命及び確保が重要課題である｡
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処 理 方 法 全 連 続 バ ッ チ 合 計

施 設 数 6 2 8

処理能力(ｔ／日) 1,220 41 1,261

処理実績(ｔ／年) 222,843 8,980 231,823

粗大ごみ処理施設
燃料化 堆肥化 その他 合 計

破 砕 圧 縮 併 用

施 設 数 1 1 4 2 1 20 29

処理能力(ｔ／日) 5 3 36 59 10 174 287

処理実績(ｔ／年) 1,084 53 2,947 10,572 1,269 18,383 34,308

＊その他は選別等資源化を行う施設である｡

種 類 施 設 数 埋立面積(㎡) 全体容量(�)
18 年 度
埋立量(�)

残余容量(�)

場

所

山 間
28 306,359 2,226,070

29,079
844,271

(18) (217,340) (1,738,185) (815,964)

平 地
5 13,560 44,990

614
13,436

(2) (3,940) (15,170) (9,927)

合 計
33 319,919 2,271,060

29,693
857,707

(20) (221,280) (1,753,355) (825,891)
＊ ( ) は埋立可能施設である｡



１� 概 要

し尿及び浄化槽汚泥の計画処理区域内人口は､ 798,394人となっている｡

し尿は､ 水洗便所と汲取式便所に排出され､ 水洗便所のものは下水道､ し尿処理施設又は浄化槽

によって処理され､ 汲取式便所のものはし尿処理施設等で処理されるか自家処理されている｡

平成19年３月末現在の水洗化人口は､ 前年度より11,724人増えて､ 543,176人となった (前年度

比2.2％増)｡

この内訳は､ 浄化槽人口 (コミュニティプラントを含む) 366,302人､ 下水道人口176,874人となっ

ている｡

水洗化人口の伸び率は､ 平成11年度を100とした場合､ 平成18年度には119.9となっており､ 浄化

槽人口は113.3､ 下水道人口は136.4の増加となっている｡

水洗化率については､ 68.0％と平成11年度から13.0ポイントの伸びとなっているが､ 全国平均の

水洗化率と比較すると､ 著しく整備が遅れている｡

計画処理区域の状況

水洗化人口の推移
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計画処理区域内 ( 総 人口 ) 798,394人

総

人

口

非水洗化人口 255,218人 32.0％

計 画 収 集 人 口 249,574人 31.3％

自 家 処 理 人 口 5,644人 0.7％

水洗化人口 543,176人 68.0％

公 共 下 水 道 人 口 176,874人 22.2％

コミュニティプラント人口 5,568人 0.7％

浄 化 槽 人 口 360,734人 45.2％

(注) 総人口は､ 平成18年10月１日現在の住民基本台帳による｡

年度
浄化槽人口

(人)
下水道人口

(人)
水洗化人口

(人)
水 洗 化 率

(％)伸び 伸び 伸び 全国

11 323,180 100.0 129,686 100.0 452,866 100.0 55.0 81.9

15 340,085 105.2 159,770 123.2 499,855 110.4 61.4 87.1

16 366,355 113.4 164,533 126.9 530,888 117.2 65.5 88.1

17 359,135 111.1 172,317 132.9 531,452 117.4 66.0 88.9

18 366,302 113.3 176,874 136.4 543,176 119.9 68.0 89.7

＊浄化槽人口には､ コミュニティプラントを含む｡
＊水洗化率＝水洗化人口／計画処理区域内人口



平成18年度の県内のし尿の発生量は､ 年間395,207�である｡ 内訳は､ 生し尿が204,248�､ 浄化

槽から生じる汚泥が190,959�で､ そのうち自家処理が3,936�となっている｡

し尿処理の流れ
(単位：�／年)

２� 排出状況

平成18年度のし尿の排出総量395,207�のうち､ 計画収集されたし尿は391,271�､ 自家処理量は

生し尿及び浄化槽汚泥の合計で3,936�で､ 計画収集率は98.0％である｡

し尿収集量の内訳は､ 生し尿200,404�､ 浄化槽汚泥190,867�で､ 浄化槽の普及に伴い､ 浄化槽

汚泥の占める割合が高くなってきている｡
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排水
水
洗
便
所

公共下水道 自家処理
92

排水 汚 泥
浄化槽

190,867

198,219 190,353し尿処理施設
388,572

汲

取

式

便

所

し尿 0 240海洋投入
240

200,404

2742,185 その他(堆肥化)
2,459

し尿 自家処理
3,844



し尿排出量の推移

３� 収集状況

平成18年度における収集状況は､ 全収集量のうち､ 委託業者による収集12,823� (3.3％)､ 許可

業者による収集378,488� (96.7％) となっている｡

収集形態別収集量
(単位：�／年)

４� 処理状況

平成18年度のし尿処理状況は､ し尿処理施設搬入98.3％､ ごみ堆肥化等0.7％と､ 全排出量の99.

0％が市町村等で処理されており､ 1.0％が自家処理されている｡

平成18年度に海洋投入の実績が１町有ったが､ 平成19年１月末の海洋投入処分禁止の適用猶予期

限をもって､ 海洋投入はなくなっている｡
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単位：�

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
13年 14年 15年 16年 17年

生し尿 浄化槽汚泥 自家処理

生 し 尿 浄化槽汚泥 合 計

収 集 総 量 200,404 51.2 190,867 48.8 391,311 100.0

形
態
別
内
訳

直 営 0 0.0 0 0.0 0 0.0

委 託 11,424 2.9 1,399 0.4 12,823 3.3

許 可 188,980 48.3 189,468 48.4 378,488 96.7

4,900

216,562

179,478

4,566

203,761

186,502

3,936

200,404

190,867

5,886

225,678

176,397

5,532

229,248

181,651



し尿の処理状況
(単位：�／年)

処理方法別し尿処理量の推移
(単位：�／年)

― 14 ―

生 し 尿 浄 化 槽 汚 泥 合 計

計

画

収

集

量

し 尿 処 理 施 設 198,219 50.2 190,353 48.2 388,572 98.3

下 水 道 投 入 0 0.0 0 0.0 0 0.0

海 洋 投 入 0 0.0 240 0.1 240 0.1

農 地 還 元 0 0.0 0 0.0 0 0.0

そ の 他 2,185 0.6 274 0.1 2,459 0.6

自 家 処 理 3,844 1.0 92 0.0 3,936 1.0

合 計 204,248 51.7 190,959 48.3 395,207 100.0

年度 処理施設 下水道投入 海洋投入 農地還元 そ の 他 自家処理 合 計

14 396,648 20 3,868 0 1,539 5,886 407,961

15 408,326 20 858 0 1,695 5,532 416,431

16 393,457 0 797 0 1,786 4,900 400,940

17 386,802 0 680 0 2,781 4,566 394,829

18 388,572 0 240 0 2,459 3,936 395,207

し尿処理施設
98.3％

自家処理
1.0％

その他(堆肥化)
0.6％海洋投入

0.1％



５� 処理経費

平成18年度の市町村等におけるし尿処理経費は約33億15百万円となっており､ 処理施設整備費の

ための建設改良費等を除く処理及び維持管理経費は約21億円である｡

これを県民１人当たりの年間処理及び維持管理経費で見ると､ 2,630円となっている｡

(単位：千円)

処理経費内訳
(単位：千円)

６� し尿処理施設の状況

県内のし尿処理施設は､ 平成19年３月末現在19施設で､ 全体の処理能力は1,160�／日である｡

平成18年度の処理実績は1,065�／日(388,557�／年)で､ 施設の稼働率は91.8％となっている｡
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廃棄物処理
事業費決算額

し尿処理経費
決 算 額 建設改良費 処理等経費 そ の 他

4,071,912 3,315,035 1,021,314 2,099,680 194,041

建 設 改 良 費

工 事 費

中間処理施設 1,021,314

最 終 処 分 場 0

そ の 他 0

調 査 費 0

計 1,021,314

処 理 及 び

維 持 管 理 費

人 件 費 481,238

処 理 費

収 集 運 搬 費 14,648

中 間 処 理 費 832,169

最 終 処 分 費 0

車 輌 等 購 入 費 0

委 託 費

収 集 運 搬 費 108,287

中 間 処 理 費 576,041

最 終 処 分 費 60,306

そ の 他 26,895

調 査 研 究 費 96

計 2,099,680

そ の 他 194,041

合 計 3,315,035

＊市町村の組合分担金除く

嫌気性 好希釈 標脱 高負荷 その他 計

施 設 数 1 2 7 7 2 19

処理能力(kl／日) 47 40 809 253 11 1,160

処理実績(kl／年) 16,220 11,878 266,229 92,261 1,969 388,557



１� 市町村等の収集体制

平成18年度の市町村のごみの収集業務は､ 全市町村で実施されている｡ そのうち､ 可燃ごみ (混

合ごみを含む) の収集体制は､ 直営が４市町村､ 委託が18市町村､ 直営と許可が１市､ 委託と許可

が12市町村となっている｡ 粗大ごみは25市町村で収集しており､ 収集体制は､ 直営が２､ 委託が15､

許可が２､ 委託と許可が６となっている｡

一方､ し尿の収集は､ 全市町村で実施されており､ 委託が４､ 許可が31となっている｡

また､ 浄化槽汚泥の収集は､ 委託が２､ 許可が32､ 委託と許可が１となっている｡

ごみの収集体制

し尿の収集体制

２� 市町村等の従事職員数

平成18年度の市町村等の廃棄物処理従事職員数は､ 全体で436名となっており､ ごみ処理関係が

411名､ し尿処理関係が25名である｡ 全体の94％がごみ処理事業従事職員で､ 特にごみの収集運搬

に48％の職員が従事している｡

ごみ処理事業従事職員数
(単位：人)

し尿処理事業従事職員数
(単位：人)
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直 営 委 託 許 可 直営＋許可 直営＋委託 委託＋許可 直営＋委託＋許可

ご み 4 18 0 1 0 12 0

粗大ごみ 2 15 2 0 0 6 0

直 営 委 託 許 可 委託＋許可

し 尿 0 4 31 0

浄化槽汚泥 0 2 32 1

一 般 職 技 能 職
合 計

事 務 系 技 術 系 収集運搬 中間処理 最終処分 そ の 他

99 36 211 51 8 6 411

一 般 職 技 能 職
合 計

事 務 系 技 術 系 収集運搬 中間処理 最終処分 そ の 他

16 8 1 0 0 0 25

＊ごみ処理事業とし尿処理事業を兼任で行っている市町村等の場合は､ 従事割合の多い事業の方に区分している｡



３� 一般廃棄物処理業者の状況

平成18年度のごみ処理業者の状況は､ 委託件数が160件､ 許可件数が197件となっており､ そのう

ち､ 収集運搬が委託94件､ 許可170件で､ その他が中間処理及び最終処分となっている｡

また､ し尿処理業者の状況は､ 委託件数が19件､ 許可件数が83件で､ そのうち収集運搬が委託11

件､ 許可83件､ その他が中間処理及び最終処分となっている｡

浄化槽法による浄化槽の清掃許可は121件となっている｡

平成18年度における委託・許可業者の業務体制は､ 次のとおりである｡

業者数及び従業員数

ごみ収集運搬車両

し尿収集運搬車両
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業 者 数 (件) 従 業 員 数 (人)

総 数 ご み し 尿 兼 業 総 数 収集運搬 中間処理 最終処分

256 160 91 5 1,578 1,286 265 27

収 集 車 運 搬 車 そ の 他

台 数 積載量 (t) 台 数 積載量 (t) 台 数 積載量 (t)

933 2,380 118 771 0 0

バ キ ューム車 そ の 他 運 搬 車

台 数 積載量 (t) 台 数 積載量 (t) 台 数 積載量 (t)

299 843 1 800 28 267



１� 概 要

浄化槽は､ トイレの水洗化の手段として普及が始まったが､ 近年の生活雑排水による河川等公共

用水域の水質汚濁が著しいため､ 地域における水質保全の必要性から､ 下水道・農業集落排水等の

集合処理施設整備の進まない地域における有効な生活排水処理施設として､ 浄化槽の設置が増加し

ている｡

平成12年に浄化槽法が改正 (平成13年４月１日施行) され､ 浄化槽の新設時においては､ 合併処

理浄化槽の設置が義務づけられることとなった｡

また､ 平成17年の改正 (平成18年２月１日施行) により､ 浄化槽からの放流水の水質基準が定め

られ､ 新設される浄化槽については､ ＢＯＤが20mg／�以下であることとなった｡

生活排水対策の体系

２� 浄化槽の設置基数

県内の浄化槽設置基数は､ 平成19年３月末日現在82,682基で､ 前年度比約2.1％増 (1,689基増)

となっている｡

その内訳は､ 単独処理浄化槽が約1.3％減の43,536基 (581基減)､ 合併処理浄化槽は約6.2％増の

39,146基 (2,270基増) となっている｡

この利用人口は360,734人で､ 水洗化人口の約66.4％を占めている｡

浄化槽は､ 短時間でかつ比較的少ない費用で設置できる特徴を有しており､ 中山間地域等の人口

散在地域においては､ 効率的な汚水処理システムであり､ 今後､ 人口の減少が避けられないなか､

ますます重要な位置を占めてくると考えられる｡

今後は､ し尿の汲み取りから浄化槽への転換とともに､ みなし浄化槽 (単独処理浄化槽) から浄

化槽 (合併処理浄化槽) への転換が極めて重要となっている｡
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無処理

(台所対策で付加軽減)

雑排水 個別処理 浄化槽 (合併処理浄化槽)

集合処理 下水道 (公共､ 流域)

生活排水 農業集落排水等

個別処理 浄化槽 (合併処理浄化槽) し尿処理施設で

し 尿 みなし浄化槽 (単独処理浄化槽) 汚泥の処理

汲み取り

集合処理 下水道 (公共､ 流域)

農業集落排水等



浄化槽設置の推移

浄化槽処理方式別・人槽規模別設置基数 (平成19年３月現在)

３� 浄化槽の設置促進

公共用水域における水質汚濁の主な原因が生活雑排水によるものであり､ その大部分が一般家庭

から排出されている状況から､ 公共下水道等の整備と併せ､ 浄化槽 (合併処理浄化槽) の普及促進

が重要である｡

このため､ 浄化槽の普及を図ることを目的に､ 昭和62年に国庫補助制度 (合併処理浄化槽設置整

備事業) が創設された｡

本県においても､ 昭和63年度に６町村で事業導入して以来､ 補助事業の導入が進み､ 平成４年度

からは全市町村で実施されるに至った｡

さらに､ 平成５年度からは､ 財政力の弱い過疎地域等における地域の振興・人口の定着対策の一

環として､ 生活環境の向上を図るため､ 国庫補助基準額を上回る設置費についての県単独の上乗せ

補助を創設し､ 浄化槽の一層の推進を図ってきた｡

浄化槽の設置基数の伸びは低下してきており､ 補助事業による設置基数も平成13年度をピークに､

減少に転じている｡

今後は､ 市町村設置型の積極的な導入など､ 設置推進を図っていくことが重要である｡

◎ 浄化槽設置整備事業の概要

① 補 助 対 象：市町村が浄化槽設置者に対して行う助成事業

② 対 象 地 域：原則として下水道認可区域以外の区域であって､ 生活雑排水対策を推進す

る必要があると認められる地域
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浄化槽設置基数

単独処理 合併処理 合 計

14 45,652 29,928 75,580

15 45,258 32,572 77,830

16 44,276 34,894 79,170

17 44,117 36,876 80,993

18 43,536 39,146 82,682

200人以下 201～500人以下
501人以上 合 計

20以下 21～100 101～200 計 201～300 301～500

単独 37,596 5,521 286 43,403 88 42 3 43,536

合併 35,477 2,531 549 38,557 254 178 157 39,146

合計 73,073 8,052 835 81,960 342 220 160 82,682



③ 対 象 浄 化 槽：ＢＯＤ除去率90％以上､ 放流水ＢＯＤが20ppm以下のもの

④ 補 助 基 準 額：設置費用のうち真に社会的便益に相当する一定割合を公費負担する｡

⑤ 補 助 率：１／３

⑥ 県費継ぎ足し補助：国の交付金の基準額の１／３

⑦ 県補助事業対象：一般家庭 10人槽以下

４� 浄化槽の適正な維持管理

浄化槽は下水道と同等の汚水処理性能を持つものであるが､ 正しい使い方と適正な維持管理がな

されないと､ 本来の機能を十分発揮することができない｡ そのため､ 浄化槽法で維持管理 (保守点

検､ 清掃､ 法定検査) を定期的に行うことが浄化槽管理者 (設置者) に義務づけられている｡

平成17年の浄化槽法改正 (平成18年２月１日施行) で設置された浄化槽が適正に機能するかどう

かを確かめるための法定検査においての県の指導権限が強化され､ 命令に違反した者は30万円以下

の過料に処する規定も設けられた｡

県では､ 平成18年度から､ 法定検査未受検の浄化槽管理者に文書指導を行い､ 適正な維持管理の

推進を図っている｡

今後とも､ 浄化槽管理者への正しい使い方と適正な維持管理の必要性の広報を行うことで､ 地域

環境の保全を推進していく｡
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